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○ 滋賀県税条例の一部を改正する条例（条例第37号） 

１ 個人の県民税 

 (1) 新たな公益信託制度の創設に伴い、公益信託の信託財産とするために支出された当該公益信託に係る信託事務

に関連する寄附金を寄附金税額控除の対象とする等の措置を講ずることとしました。（第２条による改正後の第21

条の２関係） 

(2) 新たな公益信託制度の創設に伴い、公益信託の信託財産について生ずる所得について、公益信託の委託者等が

当該公益信託の信託財産に属する資産および負債を有するものとみなすこととする特例措置を廃止することとし

ました。（第２条による改正後の付則第４条関係） 

２ 法人の事業税 

(1) 当分の間、所得等課税法人以外の法人で資本金の額または出資金の額（以下「資本金」という。）が１億円以

下のもののうち、前事業年度の事業税について第37条第１項第１号アに掲げる法人（以下「外形標準課税の対象

法人」という。）に該当したものであって、払込資本の額が10億円を超えるものについて、外形標準課税の対象

法人とすることとしました。（第１条による改正後の付則第７条の２の２の２関係） 

(2) 令和７年４月１日以後最初に開始する事業年度（以下「最初事業年度」という。）の事業税（令和６年３月30日

を含む事業年度の前事業年度の事業税について外形標準課税の対象法人に該当したものであって、同日の前日の

現況により資本金１億円以下であると判定され、かつ、令和６年３月30日以後に終了した各事業年度分の事業税

について第37条第１項第１号イに掲げる法人（以下「外形標準課税の対象外である法人」という。）に該当した

ものの行う事業に対する事業税を除く。）については、(1)にかかわらず、所得等課税法人以外の法人で資本金１

億円以下のもののうち、令和６年３月30日を含む事業年度の前事業年度から最初事業年度の前事業年度までのい

ずれかの事業年度分の事業税について外形標準課税の対象法人に該当したものであって、払込資本の額が10億円

を超えるものについて、外形標準課税の対象法人とすることとしました。（改正条例付則第４項関係） 

(3) 所得等課税法人以外の法人で資本金１億円以下のもの等のうち次に掲げる法人に該当するものについて、外形

標準課税の対象法人とすることとしました。（第２条による改正後の第37条関係） 

ア 特定法人（払込資本の額が50億円を超える法人および相互会社等をいう。以下同じ。）との間に当該特定法

人による完全支配関係がある法人のうち払込資本の額（令和６年３月30日以後に当該法人が行う一定の配当等

により減少した払込資本の額を加算した額）が２億円を超えるもの 

イ 法人との間に完全支配関係がある全ての特定法人が有する株式および出資の全部を当該全ての特定法人のう

ちいずれか一のものが有するものとみなした場合において当該いずれか一のものと当該法人との間に当該いず
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れか一のものによる完全支配関係があることとなるときの当該法人のうち払込資本の額（令和６年３月30日以

後に当該法人が行う一定の配当等により減少した払込資本の額を加算した額）が２億円を超えるもの（アに掲

げる法人を除く。） 

(4) 所得等課税法人以外の法人で資本金１億円以下のもの等のうち(3)アまたはイに掲げる法人に該当するものが行

う事業に対する令和８年４月１日から令和９年３月31日までの間に開始する各事業年度分の事業税について申告

納付すべき事業税額（以下「令和８年度分基準法人事業税額」という。）が、当該法人を外形標準課税の対象外

である法人とみなした場合に申告納付すべき事業税額（以下「比較法人事業税額」という。）を超える場合には、

当該超える金額の３分の２に相当する金額は、令和８年度分基準法人事業税額から控除するものとし、当該法人

が行う事業に対する令和９年４月１日から令和10年３月31日までの間に開始する各事業年度分の事業税について

申告納付すべき事業税額（以下「令和９年度分基準法人事業税額」という。）が、比較法人事業税額を超える場

合には、当該超える金額の３分の１に相当する金額は、令和９年度分基準法人事業税額から控除するものとしま

した。（改正条例付則第６項関係） 

(5) 新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律（令和６年法

律第45号）の施行の日から令和９年３月31日までの間に特別事業再編計画について認定を受けた認定特別事業再

編事業者である法人が、特別事業再編計画に従って行う一定の特別事業再編のための措置として他の法人の株式

等の取得をし、または他の法人の株式を譲り受け、これをその取得または譲受けの日（以下「取得等の日」とい

う。）以後引き続き有している等の一定の条件を満たす場合において、当該他の法人および当該認定特別事業再

編事業者が当該特別事業再編計画の認定の申請の日前５年以内に株式等の取得等をした一定の他の法人のうち資

本金１億円以下のもの等について、(3)アまたはイに掲げる法人に該当する場合であっても、取得等の日を含む事

業年度から当該取得等の日以後５年を経過する日を含む事業年度までの各事業年度分の事業税に限り、外形標準

課税の対象外である法人とすることとしました。（第２条による改正後の付則第７条の２の２の３関係） 

(6) 新たな公益信託制度の創設に伴い、公益信託の委託者等は当該公益信託の信託財産に属する資産および負債を

有するものとみなし、かつ、当該信託財産に帰せられる収益および費用は当該委託者等の収益および費用とみな

すこととする特例措置を廃止することとしました。 

３ 地方消費税 

(1) 国外事業者がデジタルプラットフォームを介して行う電気通信利用役務の提供（事業者向け電気通信利用役務

を除く。）のうち、国税庁長官の指定を受けた特定プラットフォーム事業者を介してその対価を収受するものに

ついては、特定プラットフォーム事業者が行ったものとみなすこととしました。（第１条による改正後の第38条

の16の３関係） 

(2) 新たな公益信託制度の創設に伴い、公益信託の信託財産に係る取引については、その受託者に対し、当該受託

者の固有資産に係る取引とは区別して地方消費税を課する等の措置を講ずることとしました。（第２条による改

正後の第38条の16、第38条の16の２関係） 

４ 軽油引取税 

船舶の使用者が当該船舶の動力源に供する軽油の引取りに係る課税免除の特例措置について、専らレクリエーシ

ョンの用（レクリエーションに関する事業の用を除く。）に供する船舶を適用対象から除外することとしました。

（第１条による改正後の付則第10条の２の６関係） 

５ その他 
(1) この条例は、公布の日から施行することとしました。ただし、５(4)の一部は令和７年１月１日から、２(1)およ

び(2)ならびに４ならびに５(2)の一部は同年４月１日から、２(3)から(5)までならびに５(2)の一部および(4)の一部は

令和８年４月１日から、１(2)、２(6)および３(2)ならびに５(2)の一部および(3)は公益信託に関する法律（令和６年

法律第30号）の施行の日から、１(1)ならびに５(2)の一部および(4)の一部は同日の属する年の翌年の１月１日から、

それぞれ施行することとしました。 

(2) この条例の施行に関し必要な経過措置を定めることとしました。 

(3) 関係条例について必要な改正を行うこととしました。 

(4) その他必要な規定の整備を行うこととしました。 

○ 滋賀県産業廃棄物税条例の一部を改正する条例（条例第38号） 

１ この条例の施行後５年を目途として、滋賀県産業廃棄物税条例（平成15年滋賀県条例第６号）の規定について検

討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずることとしました。（付則関係） 

２ この条例は、公布の日から施行することとしました。 

○ 滋賀県税の課税免除および不均一課税に関する条例の一部を改正する条例（条例第39号） 
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１ 過疎地域における課税免除の適用期限を令和９年３月31日まで延長することとしました。（第３条関係） 

２ 地方活力向上地域における課税免除および不均一課税について、次のとおり改正することとしました。 

(1) 対象となる事業者について、特定業務施設および特定業務児童福祉施設のうち当該特定業務施設の新設に併せ

て整備されるものの用に供する減価償却資産で一定のものを新設し、または増設した一定の事業者とするととも

に、対象となる設備（不動産取得税の課税免除および不均一課税に係るものに限る。）について、当該特定業務

児童福祉施設の用に供する減価償却資産を追加すること。（第２条関係） 

(2) 課税免除および不均一課税の適用期限を令和８年３月31日まで延長すること。（第５条関係） 

３ その他 

(1) この条例は、公布の日から施行することとしました。 

(2) １および２(2)は令和６年４月１日から、２(1)は同月19日から適用することとしました。 

(3) この条例の施行に関し必要な経過措置を定めることとしました。 

(4) その他必要な規定の整備を行うこととしました。 

○ 滋賀県薬物の濫用の防止に関する条例および滋賀県使用料および手数料条例の一部を改正する条例（条例第40号） 

１ 滋賀県薬物の濫用の防止に関する条例の一部改正 

  麻薬及び向精神薬取締法（昭和28年法律第14号）の一部改正により、大麻が同法における麻薬と位置付けられた

ことに伴い、必要な規定の整理を行うこととしました。（第１条による改正後の第２条関係） 

２ 滋賀県使用料および手数料条例の一部改正 

大麻取締法（昭和23年法律第124号）の一部改正による題名の変更等に伴い、必要な規定の整理を行うこととしま

した。（第２条による改正後の第２条関係） 

３ その他 

(1) この条例は、大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律（令和５年法律第84号）の施行の

日から施行することとしました。 

(2) その他必要な規定の整理を行うこととしました。 

○ 滋賀県水道法に基づく技術上の監督業務を行う者を置く水道の布設工事等を定める条例等の一部を改正する条例

（条例第41号） 

１ 技術上の監督業務を行う者および水道技術管理者の資格要件を改めることとしました。（第１条による改正後の

第３条および第４条関係） 

２ その他 

(1) この条例は、令和７年４月１日から施行することとしました。ただし、１の一部および(2)は、公布の日から施

行することとしました。 

(2) この条例の施行に関し必要な経過措置を定めることとしました。 

(3) その他必要な規定の整備を行うこととしました。 

○ 滋賀県病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例（条例第42号） 

１ 滋賀県立総合病院に、附帯事業として児童福祉法（昭和22年法律第164号）第43条に規定する児童発達支援センタ

ーを設置し、運営することとしました。（第14条関係） 

２ 滋賀県立総合病院の業務内容および病床数について、滋賀県立小児保健医療センターとの統合に伴う整理を行う

とともに、重症心身障害児等に対する専門的医療を推進する組織をこども医療センターと称することとしました。

（別表第１関係） 

３ 滋賀県立小児保健医療センター倫理委員会を廃止することとしました。（別表第２関係） 

４ 滋賀県立総合病院の一般個室に係る使用料を追加し、滋賀県立小児保健医療センターに係る使用料を廃止するこ

ととしました。（別表第３関係） 

５ 後発医薬品のある先発医薬品であって一定のものの処方等または調剤に係る使用料を設定することとしました。

（別表第３関係） 

６ その他 

(1) この条例は、令和７年１月１日から施行することとしました。ただし、５は、令和６年10月１日から施行する

こととしました。 

(2) その他必要な規定の整理を行うこととしました。 

○ 滋賀県立柳が崎ヨットハーバーの設置および管理に関する条例の一部を改正する条例（条例第43号） 

１ スポーツに係る認識の変化等を踏まえ、施設の設置目的等に係る規定を見直すこととしました。（第１条および

第２条関係） 
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２ 新施設の供用に伴い、第２艇庫等の使用料の額および利用料金の上限額の設定その他必要な規定の整備を行うこ

ととしました。（別表関係） 

３ その他 

(1) この条例は、公布の日から起算して３月を超えない範囲内において規則で定める日から施行することとしまし

た。 

(2) その他必要な規定の整備を行うこととしました。 
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